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第１章　総則

第１条（目的）

この法は消費者の基本権益を保護するために国家・地方自治体及び事業
者の義務と消費者及び消費者団体の役目を規定することと同時に消費者
保護施策の総合的推進のための基本的事項を規定することで消費生活の
向上と合理化を期することを目的とする。

第２条（定義）

この法で使う用語の定義は次の各号にあげるものを言う

１：”事業者”とは物品を製造（加工及び包装を含む。 以下同様。）・
輸入・販売する、または役務を提供する者を言う。
２：”消費者”とは事業者が提供する物品及び役務を消費生活のために
使う、または利用する者または大統領令が定める者を言う。
３：”消費者団体”とは消費者の権益を擁護ないし増進するために消費
者が組織した団体を言う。

第３条（消費者の基本的権利）

消費者は自らの安全と権益のために次の各号の権利を享受する。



１：すべての物品及び役務による生命・身体及び財産上の危害から保護
を受ける権利
２：物品及び役務を選択するにあたり必要な知識及び情報の提供を受け
る権利。
３：物品及び役務を使用または利用するにあたり取引の相手・購入場所
・価格・取引条件等を自由に選択する権利。
４：消費生活に影響を与える国家及び地方自治体の政策と事業者の事業
活動などに対して意見を反映させる権利。
５：物品及び役務の使用または利用によって被った被害に対して迅速・
公正な手続きにより適切な補償を受ける権利。
６：合理的な消費生活を営むために必要な教育を受ける権利。
７：消費者自らの権益を擁護するために団体を組織し、これを通じて活
動することができる権利。
８：安全で快適な消費生活環境で生活する権利。
       

第４条（消費者の役目）

消費者は自らの安全と権益を進めるために必要な知識を習得すると同時
に民主的で誠実な行動と環境に親和的な消費生活をすることで消費生活
の向上と合理化に積極的な役目を果たさなければならない。

第２章　国家及び地方自治体の義務等

第５条（国家及び地方自治体の義務）

国家及び地方自治体は第３条の規定による消費者の基本的権利が実現す
るようにするために次の各号の義務を負う。
（１）関係法令及び条例の制定及び改廃
（２）必要な行政組職の整備及び運営の改善
（３）必要な施策の制定及び実施
（４）消費者の健全で自主的な組職活動の支援・育成
       

第５条の２（地方行政組職に対する支援）

国家は地方自治体に設置された消費者保護と係わる行政組職の運営など
に関して大統領令が定めるところにより必要な支援ができる。

第６条（危害の防止）



１：国家は事業者が提供する物品または役務による消費者の生命・身体
及び財産上の危害を防止するために次の各号の事項に関して、事業者が
遵守すべき基準を定めなければならない。
（１）物品及び役務の成分・含量・構造等の関連する重要な内容。
（２）物品及び役務の使用または利用上の指示事項や警告などを表示内
容と表示方法。
（３）その他危害を防止するために必要だと認められる事項。

２：中央行政機関の長は第１項の規定により基準を定めたり変更した時
には、これを告示しなければならない。
３：中央行政機関の長は第１項の基準を事業者が遵守しているかどうか
を定期的に試験・検査または調査しなければならない。
４：財政経済院長官は各種危害情報を収集するために必要な場合は、大
統領令が定めるところにより行政機関・消費者団体・病院・学校等を危
害情報報告機関で指定・運営することができる。

第７条（計量及び規格の適正化）

１：国家及び地方自治体は消費者が事業者との取引において計量により
損害を被る事がないようにするため、物品及び役務の計量に関して必要
な施策を講じなければならない。
２：国家及び地方自治体は物品の品質改善及び消費生活の合理化を期す
るために、物品及び役務の規格を決め、これを普及させるための施策を
講じなければならない。

第８条（表示の基準）

１：国家は消費者が物品の使用や役務の利用において表示や包装などに
より、選択の間違いがないようにし、必要な場合にはその主観する物品
または役務に対し、次の各号の事項に関する表示基準を決めなければな
らない。

（１）商品名・用途・成分・材質・性能・規格・価格・用量・許可番号
及び役務の内容。
（２）物品を製造・輸入・加工する、または役務を提供した事業者名（
住所及び電話番号を含む）及び物品の原産地。
（３）使用方法・使用及び保管上の注意事項及び警告事項
（４）製造年月・品質保証期間または食品や医薬品等の流通過程で変質
しやすい物品はその有効期間。
（５）表示の大きさ・位置・方法
（６）物品または役務に対する不満及び消費者被害がある場合の処理機



関名（住所及び電話番号を含む）及び処理方法。

２：中央行政機関の長は第１項の規定によって表示基準を定める、また
は変更した時はこれを告示しなければならない。

第９条（広告の基準制定）

１：国家は物品または役務の誤った消費または過剰な消費によって消費
者の生命・身体及び財産上の危害を防止するために次の各号の場合は広
告の内容及び方法に関する基準を定めることができる。

（１）用途・成分・性能・規格・原産地等の広告において許可または公
認された内容だけで広告を制限する必要がある、または広告するにおい
て特定内容を必ず消費者に知らせなければならない必要がある場合。
（２）広告するにあたり消費者の誤認する恐れがある特定用語及び特定
表現の使用を制限する必要がある場合。
（３）広告の媒体及び時間帯に対して制限が必要な場合。

２：中央行政機関の長は第１項の規定によって広告基準を定める、また
は変更した時はこれを告示しなければならない。

第１０条（取引の適正化）

１：国家は事業者の不公正な取引条件や方法により、消費者が不当な被
害を被らないように必要な施策を立案・実施しなければならない。
２：国家は消費者の合理的な選択を阻害し、消費者が損害を被る恐れが
あると認められる事業者の不当な行為を指定・告示することができる。
３：国家及び地方自治体は約款による取引及び訪問販売・鼠講式販売・
分割販売・通販・電子取引など特殊な形態の取引に対しては消費者保護
のために必要な施策を講じなければならない。
４：国家及び地方自治体は第１９条の規定によって登録された消費者団
体及び第２６条の規定によって設立された韓国消費者保護院（以下”韓
国消費者保護院”とする。）に対して第３項に規定された特殊な形態の
取引の適正化のために調査・研究などを依頼することができる。

第１１条（消費者への情報提供）

１：国家及び地方自治体は消費者の基本的な権利が実現するよう消費者
保護と係わる主要施策及び主要決定事項を消費者に提供するとする。
２：国家及び地方自治体は消費者が物品及び役務を合理的に選択するで
きるようにするために物品及び役務の取引組織・取引方法・品質・安全
性及び環境性に係わる事業者の情報が消費者に提供されることができる



よう必要な施策を講ずることとする。

第１２条（消費者被害の救済）

１：国家及び地方自治体は消費者の不満及び被害を迅速・公正に処理す
るように必要な措置を講じなければならない。
２：国家は消費者と事業者間の紛争の円滑な解決のために大統領令が定
める一般的消費者被害補償基準によって品目別に消費者被害補償基準を
制定することができる。
３：第２項の品目別消費者被害補償基準は紛争当事者間に補償方法に対
する別途の申し出がない限り消費者被害補償の基準となる。

第１３条（試験・検査施設の設置等）

１：国家及び地方自治体は物品及び役務の規格・品質・安全性などに関
して試験・検査または調査を実施することができる機関と施設を取り揃
えなければならない。
２：国家・地方自治体または消費者や消費者団体は必要だと認められる
時または消費者の要請がある時には第１項の規定によって設置された検
査機関や韓国消費者保護院に試験・検査または調査を依頼して試験など
を実施することができる。
３：国家及び地方自治体は第２項の規定によって試験などを実施した場
合にはその結果を公表して消費者保護のために必要な措置をしなければ
ならない。
４：国家及び地方自治体は消費者団体が物品及び役務の規格・品質・安
全性などに関して試験・検査を実施することができる施設を取り揃える
ように支援することができる。

第１４条
削除（９５．１２．２９）

第３章　事業者の義務

第１５条（消費者保護への協力）

１：事業者は物品または役務を供給するにあたり消費者の合理的な選択
や利益を侵害する恐れがある取引条件や方法を使ってはならない。
２：事業者はその供給する物品または役務に関して消費者保護のために
必要な措置を講じなければならない。また国家及び地方自治体の消費者
保護施策に積極的に協力しなければならない。
３：事業者は消費者団体または韓国消費者保護院の消費者保護業務の推
進に必要な資料 及び情報提供要請に積極協力しなければならない。



４：事業者は安全で快適な消費生活環境をつくるために物品及び役務を
提供するにあたって、環境に親和的な技術の開発と資源のリサイクルの
ために努力しなければならない。

第１６条（危害の防止等）

１：事業者は第６条第１項の基準に違反する物品を製造・輸入・販売す
る、または役務を提供してはならない。
２：事業者は第８条第１項の基準によって定められた事項を表示しなけ
ればならない。
３：事業者は第９条第１項の規定による広告の基準を違反してはならな
い。
４：事業者は第１０条第２項の規定によって指定・考試された行為をし
てはならない。
５：国家及び地方自治体は事業者が第６条の規定によった危害の防止策
、第８条の規定による表示の基準及び第９条の規定による広告の基準を
違反しているかどうかを判断するために 必要な場合は第１９条の規定に
よって登録された消費者団体に調査を依頼するまたは韓国消費者保護院
に調査・審議を依頼することができる。

第１６条の２（是正措置の要請）

財政経済省相は 事業者が第６条ないし第１０条の規定によって考試され
た基準を違反した場合にあって、消費者は役務を所掌する行政機関の長
に是正に必要且つ適切な措置を要請することができる。

第１７条（事故情報の報告義務）

１：事業者は消費者に提供した物品及び役務において消費者の生命・身
体及び財産上の安全を阻害する恐れがある製造・設計または表示などの
重大な欠陷がある事実が分かった時はその欠陥内容を所管中央行政機関
の長に報告しなければならない。
２：第１項の規定による報告を受けた中央行政機関の長は事業者が報告
した欠陥の内容に対して第１３条の規定による検査機関または韓国消費
者保護院などに試験・検査を依頼し、試験・検査の結果、物品または役
務が第１７条の３第１項または第１７条の４第１項の要件にあたる場合
は各該当組織の規定による措置を取ることができる。
３：第１項の規定により欠陥の内容を報告しなければならない事業者の
範囲、重大な事故の範囲、報告期間及び報告手続などに関して必要な事
項は、大統領令で定める。

第１７条の２（物品及び役務の自主回収等）



事業者は消費者に提供した物品及び役務の欠陥によって消費者の生命・
身体及び財産上の安全が阻害される恐れがある場合は、大統領令が定め
るところにより物品の回収・破棄または修理・交換・返金、または役務
の提供禁止その他必要な措置を取らなければならない。

第１７条の３（回収・破棄命令等の勧告）

１：中央行政機関の長は事業者が物品及び役務の欠陷により消費者の生
命・身体及び財産上の安全が阻害される恐れがあると認められる場合に
は事業者に対して物品の回収・破棄または修理・交換・返金、または用
役の提供禁止その他必要な措置を勧告することができる。
２：第１項の規定による勧告を受けた事業者は勧告の受諾可否を所管中
央行政機関の長に通知しなければならない。
３：事業者は第１項の規定による勧告を受諾した場合には第１７条の２
の規定による措置を取らなければならない。
４：中央行政機関の長は第１項の規定による勧告を受けた事業者が正当
な事由なしにその勧告に従わない時は事実を公表することができる。
５：第１項ないし第４項の規定による勧告、勧告の受諾及び公表の手続
きに関して必要な詳細事項は大統領令で定める。

第１７条の４（回収・破棄命令）

１：中央行政機関の長は事業者が提供した物品及び役務の欠陷によって
消費者の生命・身体及び財産上の安全が阻害せれる恐れがあると認めら
れる場合は、大統領令が定める手続きにより物品の回収・破棄または修
理・交換・返金を命ずる、または製造・輸入・販売禁止または役務の提
供禁止を命ずることができる。同時に物品及び役務と係わる施設の改修
その他必要な措置を命ずることがある。ただし、消費者の生命・身体及
び財産上の安全に緊急かつ著しい危害が発生する恐れがあると認められ
る場合、またはそのために発生または拡散を防止するために不可避だと
認められる場合には本文の規定によった手続きを略することができる。
２：中央行政機関の長は事業者が第１項の規定による命令によらない場
合には大統領令が定めるところによって直接物品の回収・破棄及び役務
の提供禁止など必要な措置を行うことができる。

第１７条の５（法違反事実の公表）

中央行政機関の長は第１６条第１項ないし第３項の規定に違反する行為
がある時は事業者に対して法違反事実の公表を命ずることができる。



第４章　消費者団体

第１８条（消費者団体の業務など）

１：消費者団体は次の各号の業務を行う。

（１）国家及び地方自治体に対する消費者保護施策に関する建議
（２）物品または用役に対する規格・品質・安全性に対する試験・検査
及び価格などを含んだ取引条件や取引方法に対する調査・分析
（３）消費者問題に関する調査・研究
（４）消費者の教育
（５）消費者被害及び苦情処理のための相談・情報提供及び当事者間合
意の勧告

２：消費者団体は第１項第２号の規定による調査・分析等の結果を公表
することができる。ただ、公表される事項の中で物品の品質・性能及び
成分等に関する試験・検査をする専門的な設備を要する試験・検査の場
合には大統領令が定める試験・検査機関の試験・検査を通した後公表し
なければならない。
３：消費者団体は第１項第５号の消費者苦情及び被害を処理するにおい
て消費者と事業者間に合意が成り立たない時には相手消費者を代理して
第３４条の規定により設置された消費者紛争調停委員会に紛争調整を申
し込むことができる。
４：消費者団体は第５２条の６の規定により資料及び情報の提供を要請
したにも係らず、事業者または事業者団体が正当な事由なしにこれを拒
否・妨害・忌避するまたは虚偽の書類を提出した場合には事業者または
事業者団体の名前（商号その他の名称を含む）、拒否等の事実と事由を
一般日刊新聞に載せることができる。
５：消費者団体は仕事上知りえた情報を消費者保護目的以外の用途に使
う事は出来ない。
６：消費者団体は事業者または事業者団体から提供受けた資料及び情報
を消費者保護目的以外の用途で使うことにより事業者または事業者団体
に損害を与えた場合は、その損害に関して賠償する責任を負う。

第１９条（消費者団体の登録）

１：第１８条第１項第２号及び第５号の業務をしようとする消費者団体
は大統領令が定めるところによって財政経済部または地方自治体に登録
することができる。
２：第１項の規定によって登録をしようとする消費者団体はその活動を
するのに相応しい設備と人員を取り揃えなければならない。



第２０条（補助金の支給）

国家または地方自治体は登録された消費者団体の健全な育成・発展のた
めに必要だと認められる時には補助金を支給することができる。

第５章　消費者政策審議委員会

第２１条（審議委員会の設置）

消費者保護及び国民消費生活の向上に関する基本的な政策を審議するた
めに財政経済部に消費者政策審議委員会（以下”審議委員会”と言う）
を置く。

第２２条（審議委員会の構成）

１：審議委員会は委員長 1人を含んだ ２０人以下の委員で構成する。
２：委員長は財政経済省相とし、委員は関係省庁の章及び韓国消費者保
護院長と消費者問題に関して専門知識がある者、第１９条の規定によっ
て登録された消費者団体及び経済団体で推薦する消費者代表及び経済界
代表の中で財政経済省相が委嘱する者とする。
３：第２項の委員中関係省庁の章及び韓国消費者保護院長外に委嘱委員
の任期は３年とする。

第２３条（審議委員会の機能）

１：次の各号の事項の中で大統領令の定める事項は審議委員会の審議を
通さなければならない。
（１）第５条各号の事項
（２）第６条第１項・第８条第１項・第９条第１項及び第１２条第２項
の規定による基準の制定・変更
（３）第１０条第２項の規定による指定
（４）消費者関連紛争調整機関の設置及び運営に関する事項
（５）その他消費者保護及び消費生活に関する基本政策として委員長が
付議する事項

２：審議委員会は第１項各号の業務を效率的に遂行するために実務委員
会または専門委員会を置くことができる。

第２４条（意見聞き取り）

審議委員会は第２３条第１項各号の事項を審議するために必要な場合、



消費者問題に関して専門知識がある者、消費者または関係事業者の意見
を聞くことができる。

第２５条（運営細則）

この法に規定したこと以外に審議委員会・実務委員会及び専門委員会の
組職及び運営に関して必要な事項は大統領令で定める。

第６章　韓国消費者保護院

第１節　設立等

第２６条（設立）

１：消費者保護施策の効果的な推進のために韓国消費者保護院を設立す
る。
２：韓国消費者保護院は法人とする。
３：韓国消費者保護院は財政経済院長官の承認を得て必要な所にその支
部を設置することができる。
４：韓国消費者保護院はその主な事務所の所在地で設立登記をすること
で成立する。

第２７条（定款）

１：韓国消費者保護院の定款には次の各号の事項を記載しなければなら
ない。
（１）目的
（２）名称
（３）主な事務所及び支部に関する事項
（４）削除（９５．１２.６）
（５）役員及び職員に関する事項
（６）取締役会の運営に関する事項
（７）紛争調整委員会に関する事項
（８）業務に関する事項
（９）財産及び会計に関する事項
（１０）公告に関する事項
（１１）定款の変更に関する事項
（１２）内部規定の制定及び改廃に関する事項

２：韓国消費者保護院が定款を変更しようとする時には財政経済省相の
認可を受けなければならない。



第２８条（業務）

１：韓国消費者保護院の業務は次の各号である。
（１）消費者の苦情処理及び被害救済
（２）消費者保護のために必要な場合物品及び役務の規格・品質・安全
性・環境性などに関する試験・検査及び価格などを含んだ取引条件や取
引方法に関する調査・分析の実施。
（３）消費者保護と係わる制度と政策の研究及び建議
（４）消費生活の合理化及び安全のための各種情報の収集と提供
（５）消費者保護と係わる教育及び広報
（６）国民生活の向上のための総合的な調査・研究
（７）国家または地方自治体が消費者保護のために関係法令の規定によ
って依頼した調査・審議などの業務
（８）その他消費者保護関係業務

２：韓国消費者保護院が第１項第１号の規定による業務を遂行するにお
いて、次の各号の事項はその処理対象から除く。
（１）国家または地方自治体の物品または役務の提供によって発生した
被害救済
（２）他の法律の規定による特定取引分野に対して第３節の消費者紛争
調停委員会に準する紛争調整機関が別に設置されている場合の被害救済
（３）その他大統領令が定める被害救済

３：韓国消費者保護院は消費者権益の保護及び増進のために必要だと認
められる場合その業務の結果を公表することができる。ただし、事業者
または事業者団体の事業上の秘密を保護する必要があると認められる、
または公益上必要があると認められる時にはその限りではない。

第２９条（試験・検査の依頼）

１：院長が第２８条第１項第１号及び第２号の業務を遂行するにあたり
必要だと認められる時は、国立または公立試験検査機関に関係物品に対
する試験・検査を依頼することができる。
２：第１項の規定による試験・検査の依頼を受けた機関は特別な事由が
ない限り優先してこれに応じなければならない。

第３０条（類似名称の使用禁止）

韓国消費者保護院ではない者が”韓国消費者保護院”またはこれと類似
する名称を使うことはできない。



第２節　役員及び取締役会

第３１条（役員及び任期）

１：韓国消費者保護院に院長と副院長各１人を含んだ１０人以下の理事
と監事１人を置く。
２：理事３人は常任とし、その外は非常任とする。
３：院長は消費者問題に関して学識と経験が豊かな者の中で財政経済省
相の推薦で大統領が任命する。
４：副院長及び理事は消費者問題に関して学識と経験が豊かな者の中で
院長の推薦で財政経済院長官が任命する。
５：監事は院長の推薦で財政経済省相が任命する。
６：院長・副院長及び理事の任期は３年とし、監事の任期は２年とする
。

第３２条（役員の職務）

１：院長は韓国消費者保護院を代表して韓国消費者保護院の業務を統べ
る。
２：副院長は院長を補佐して院長に事故がある時にはその職務を代行す
る。
３：理事は定款が定めるところにより韓国消費者保護院の業務を分掌し
、院長・副院長に事故があった時には定款が決める順位によってその職
務を代行する。
４：監事は韓国消費者保護院の業務及び会計を監査する。

第３３条（取締役会）

１：韓国消費者保護院の重要事項を審議・議決するために韓国消費者保
護院に取締役会を置く。
２：取締役会は院長・副院長及び理事で構成する。
３：院長は取締役会を召集して取締役会の議長になる。
４：理事は取締役会に出席して意見を述べることができる。

第３節　消費者紛争調停委員会

第３４条（設置）

１：韓国消費者保護院に消費者紛争調停委員会(以下”調停委員会”と言
う)を設置する。
２：調停委員会は次の各号の事項を審議・議決する。
（１）消費者紛争に対する調整・決定



（２）消費者紛争調整規則の制定及び改廃
（３）その他院長が付議する事項

３：調停委員会の運営及び調整手続き等に関して必要な事項は大統領令
で定める。

第３５条（構成）

１：調停委員会は委員長１人を含んだ３０人以内の委員で構成し、その
うちの２人は常任で, それ以外は非常任とする。
２：委員は次の各号の者の中で大統領令が定めるところにより、院長の
提案によって財政経済省相が任命または委嘱する。

（１）大学や公認された研究機関で助教授以上またはここに相当する職
にある若しくはあった者で、消費者保護関連分野を専攻した者
（２）４級以上の公務員またはここに相当する公共機関の職にある若し
くはあった者で、消費者保護業務に実務経験がある者
（３）判事・検事または弁護士の資格がある者
（４）消費者団体の役員の職にある若しくはあった者
（５）事業者または事業者団体の役員の職にある若しくはあった者
（６）その他に消費者保護と係わる業務に関する学識と経験が豊かな者
３：委員長は常任委員の中で財政経済省相が任命する。
４：委員長が事故で職務を遂行することができない時には委員長以外の
常任委員が職務を代行して、委員長以外の常任委員が事故で職務を代行
することが出来ない時は財政経済省相の指定する委員が委員長の職務を
代行する。
５：委員の任期は３年とし、連任することができる。
６：調停委員会の業務を効率的に遂行するために分野別専門委員会を置
くことができる。
７：第６項の規定による専門委員会の構成及び運営に関する事項は大統
領令で定める。

第３６条（委員の身分保障）

委員は公民権停止以上の刑罰を受ける、若しくは心身上の障害で職務を
遂行することができない場合を除き、彼の意思に反して免職されない。.

第３７条（調停委員会の会議）

１：調停委員会の会議は委員長、常任委員と委員長が会議ごとに指名す
る５人以上７人以下の委員で構成する。



２：調停委員会の会議は第１項の規定による委員過半数の出席とし、出
席委員過半数の賛成により議決する。

第３８条（委員の除斥・忌避・回避）

１：調停委員会の委員は次の各号の１にあたる場合には被害救済請求事
件(以下この条で”事件”という)の審議・議決で除斥される。
（１）委員またはその配偶者や配偶者だった者が事件の当事者になる、
若しくは事件に関して共同権利者または義務者の関係にある場合
（２）委員が当該事件の当事者と継柄にある、若しくはあった場合
（３）委員が当該事件に関して証言や鑑定をした場合
（４）委員が当該事件に関して当事者の代理人として関与する、若しく
は関与した場合
２：当事者は委員に審議・議決の公正を期待しにくい事情がある場合に
は院長に忌避申し込みができる。この場合に院長は忌避申し込みに対し
て調停委員会の議決を通さず、決定できる。
３：委員が第１項または第２項の事由にあたる場合には自らその事件の
審議・議決を回避することができる.

第４節　被害救済

第３９条（被害救済の請求）

１：消費者は物品の使用及び役務の利用による被害の救済を韓国消費者
保護院に請求することができる。
２：国家・地方自治体・消費者団体または事業者が消費者から被害救済
請求を受けた時には韓国消費者保護院にその処理を依頼することができ
る。
３：院長は第１項及び第２項の規定による被害救済の請求を受けた場合
その内容が韓国消費者保護院で処理するのが不適であると判断される時
には請求人にその事由を知らせてその事件の処理を中止することができ
る。

第４０条
削除（９５．２.２９）

第４１条（違法事実の通報等）

院長は被害救済請求事件を処理するにおいて関係人の法令違反事実が確
認された時には関係機関にこれを知らせて適切な措置を依頼せねばなら
ない。



第４２条（合意勧告）

院長は被害救済請求の当事者に対して被害補償に対する合意を勧告する
ことができる。

第４３条（調停）

１：院長は第３９条第１項または第２項の規定によって被害救済の請求
を受けた日から３０日以内に第４２条の規定による合意が成り立たない
時には速やかに調停委員会に調停を要請しその決定によって処理しなけ
ればならない。
２：消費者と事業者間に発生した紛争に対して第１８条第１項第５号ま
たは第４２条の規定による合意勧告による合意が成り立たない場合関係
当事者は調停委員会に紛争調停を申し込むことができる。 ただし、第１
項の規定によって紛争調停の要請がある時には紛争調停が申し込みされ
たことと見なす。
３：削除（９５．１２.２９）

第４３条の２（紛争調停）

１：調停委員会は第１８条第３項と第４３条の規定により紛争調停の申
し込み受けた時には大統領令が定めるところにより速やかに紛争調停手
続を開始しなければならない。
２：調停委員会は第１項の紛争調停のために必要な時には専門委員会の
諮問を求めることができる。
３：調停委員会は第１項の紛争調停に先立って利害関係人、消費者団体
または主務官庁の意見を聞くことができる。

第４４条（紛争調停の期限）

１：調停委員会は第４３条の２第１項の規定により、紛争調停申込を受
けた時は３０日以内に紛争調停をしなければならない。
２：第１項の規定にかかわらずやむを得ない事情でその期限内に紛争調
停を完了することができない場合にその期限を延ばそうとする時にはそ
の事由と期限を明示して当事者及び代理人に知らせなければならない。

第４５条（紛争調停の効力）

１：調停委員会委員長は第４３条の２の規定による紛争調停がある時は
速やかにその結果を当事者に知らせなければならない。
２：当事者が第１項の規定によって通報を受けた日から１５日以内に調
停を受諾する場合は調停委員会は調整書を作成し、当事者が記名・捺印



しなければならない。
３：当事者は第２項の規定による期間内に紛争調停に対する受諾拒否の
申し出をしない場合は、紛争調停を受諾したことと見なす。
４：第２項及び第３項の紛争調停の内容は裁判上の和解と等しい効力を
持つ。

第４６条（被害救済手続の中止）

１：韓国消費者保護院が被害救済の処理手続中に一方の当事者が管轄法
院に訴訟を申し立てた場合、その当事者は韓国消費者保護院に被害救済
処理の中止を要請することができる。
２：第１項の要請がある場合、韓国消費者保護院は速やかに被害救済手
続きを中止しなければならないし、当事者にこれを知らせなければなら
ない。

第５節　会計・監督等

第４７条（出資金）

韓国消費者保護院の設立・施設・運営及び業務に必要な費用(経費)にあ
てるため、国家及び地方自治体は予算の範囲の中で韓国消費者保護院に
出資することができる。

第４８条
削除（９５．１２.６）

第４９条（監督）

１：財政経済省相は韓国消費者保護院を指導・監督する事が必要と認め
られる時は、韓国消費者保護院に対してその事業に関する指示または命
令ができる。
２：韓国消費者保護院は毎年業務計画書と予算書を作成して財政経済省
相の承認を得なければならないし、毎年の決算報告書とこれに対する監
事の意見書を作成し財政経済省相の承認を得なければならない。
３：財政経済省相は必要と認められる時には韓国消費者保護院に対して
その業務・会計及び財産に関する事項を報告するよう求める、若しくは
監査することができる。

第４９条の２（権限の委任・委託）

１：中央行政機関の長はこの法による権限の一部を大統領令が定めると
ころにより特別市長・広域市長または道知事に委任することができる。



２：財政経済省相は次の各号の１の場合に第５２条第１項の規定による
検査及び資料提出要求権限を韓国消費者保護院の所属職員に委託するこ
とができる。
（１）第１３条第２項の規定により韓国消費者保護院に試験・検査また
は調査を依頼する場合
（２）第３９条第１項及び第２項の規定により韓国消費者保護院に請求
または依頼された被害救済事件を処理するにあたり事実確認のために必
要だと認められる場合
３：第５２条第２項及び第３項の規定は第２項の規定による韓国消費者
保護院の職員にこれを準用する。

第５０条（罰則適用における公務員規定）

韓国消費者保護院の役員、調停委員会委員及び大統領令の定める職員は
刑法第１２９条ないし第１３２条の適用においてはこれを公務員として
見る。

第５１条（準用）

韓国消費者保護院に関してこの法に規定されない事項に関しては民法中
の財団法人に関する規定を準用する。

第７章　調査の手続き

第５２条（検査と資料提出）

１：中央行政機関の長はこの法の各号の１にあたる場合には大統領令が
定めるところにより所属公務員に当該事業者の物品・施設及び物品製造
公正その他品物を検査するようにするとか当該事業者にその業務に関す
る報告または関係物品・書類等の提出を命ずることができる。
（１）第１１条の規定により消費者に対する情報提供をするために必要
な場合
（２）第１２条第１項の規定により消費者の苦情及び被害を処理するた
めに必要な場合
（３）この法の違反可否を確認するために必要な場合
２：第１項の規定により検査をする公務員はその権限を現わす印を持っ
てこれを関係人に取り出して見せなければならない。
３：この法による職務に携わる公務員は第１項の規定による検査や提出
された物品または書類等によって分かった内容をこの法の施行のための
目的以外に使ってはならない。
４：中央行政機関の長は消費者保護施策を推進するために必要な場合に



は韓国消費者保護院長に消費者被害に関する情報及び各種実態の調査結
果等消費者保護と係わる情報の提供を要請することができる。

第５２条の２（聴聞）

中央行政機関の長は同法第１７条の４ないし第１７条の５の規定による
命令等の措置をしようとする場合には聴聞を実施しなければならない。
ただし、第１７条の４第１項に該当する場合はその限りではない。

第５２条の３から第５２条の５
削除（９９.２．５）

第５２条の６（資料及び情報提供要請）

１：消費者団体及び韓国消費者保護院はその業務を推進するにあたり必
要な資料及び情報の提供を事業者または事業者団体に要請することがで
きる。この場合には事業者または事業者団体は正当な事由がない限りこ
れに応じなければならない。
２：第１項の規定により資料及び情報の提供を要請する消費者団体及び
韓国消費者保護院はその資料及び情報の使用目的・使用手続き等をあら
かじめ事業者または事業者団体に知らせなければならない。
３：第１項の規定により消費者団体が資料及び情報を要請する時には第
５２条の７の規定による消費者情報要請協議会の協議・調整を経なけれ
ばならない。
４：第１項の規定によって資料及び情報を要請することができる消費者
団体の要件と資料及び情報の範囲等に関する事項は大統領令で定める。
５：第１項及び第４項の規定により事業者または事業者団体から消費者
団体に提供された資料及び情報はあらかじめ事業者または事業者団体に
知らせた使用目的・使用手続き以外の用途で使ってはならない。

第５２条の７（消費者情報要請協議会）

１：第５２条の６第１項の規定による消費者団体の資料及び情報提供要
請と関する後各号の事項を協議・調整するために韓国消費者保護院に消
費者情報要請協議会（以下”協議会”と言う）を置く。
（１）消費者団体が要請する資料及び情報の範囲・使用目的・使用手続
きに関する事項
（２）その他大統領令で定める事項
２：協議会の構成や運営その他必要な事項は大統領令で決める。

第８章　罰則



第５３条（罰則）

１：次の各号の１にあたる者は３年以下の懲役または５千万ウォン以下
の罰金に処する。（１）第１７条の４第１項または第１７条の５の規定
による命令に違反した者
（２）第１６条の規定に違反した者
２：第１項の場合に懲役刑と罰金刑はこれを併科することができる。
３：削除（０１．３.２８）

第５３条の２（過料）
１：次の各号の１にあたる者は３千万ウォン以下の過料に処する。
（１）第１６条第１項ないし第４項の規定に違反したもの
（２）第１７条第１項の規定に違反した者
（３）第３０条の規定に違反した者
（４）第５２条第１項の規定による検査を拒否・妨害または忌避した者
及び関係する物品または書類などを提出しない、若しくは虚偽で提出し
た者
２：第１項の規定による過料は大統領令が定めるところにより中央行政
機関の長または特別市長・広域市長または道知事（以下”賦課権者”と
する）が賦課し取り立てる事とする。
３：第１項の規定による過料の賦課基準は大統領令で定める。
４：第２項の規定による過料処分に不服のある者はその処分の通知を受
けた日から３０日以内に賦課権者または管轄法院にその事実を知らせな
ければならない。また、その通報を受けた管轄法院は非訟事件節次法に
よる過料の裁判を行う事とする。
５：第２項の規定による過料処分を受けた者が第４項の規定によって異
議を申し立てた時には賦課圏者または管轄法院にその事実を知らせなけ
ればならない。また、通報を受けた管轄法院は非訟事件節次法による過
料の裁判を行う事とする。
６：第４項の規定による期間内に異議を申し立てなくて過料を納めない
時には国税または 地方税滞納処分の手順によりこれを取り立てる。

第５４条（両罰規定）

法人の代表者または法人や個人の代理人、使用人その他従業員がその法
人または個人の業務に関して第５３条第１項の違反行為をした時は行為
者を罰するほかその法人または個人に対しても同様の罰金刑を科する。

付則



第１条（施行日）

この法は１９８７年４月１日から施行する。

第２条（韓国消費者保護院の設立準備）
１：経済企画院長官はこの法施行日から３ヶ月以内に７人以内の設立委
員を委嘱して韓国消費者保護院の設立に関する事務を処理するようにし
なければならない。
２：設立委員は韓国消費者保護院の定款を作成して経済企画院長官の認
可を受けなければならない。
３：設立委員は第２項の規定による認可を受けた時には速やかに連名で
韓国消費者保護院の設立登記をしなければならない。
４：設立委員は韓国消費者保護院の設立登記をした後速やかに院長に事
務を引き継がなければならない。
５：設立委員は第４項の規定による事務引き継ぎが終わった時には解職
されたことと見なす。
６：韓国消費者保護院の設立費用は韓国消費者保護院が負担する。

第３条（消費者保護委員会に関する経過措置）

法施行当時以前の消費者保護委員会はこの法による消費者政策審議委員
会と見なす。

付則（９５．１２.６）
第１条（施行日）
この法は１９９６年１月１日から施行する。
第２条（省略）

付則（９５．１２.２９）
この法は１９９６年４月１日から施行する。

付則（９７．１２.１３）
第１条（施行日）
この法は１９９８年１月１日から施行する。
第２条（省略）

付則（９９.２．５）
１：（施行日）
この法は公布の後２ヶ月が経過した日から施行する。
２：（罰則に 大韓経過措置）
この法施行前の行為に大韓罰則の適用は以前の規定による。



付則（２００１．３.２８）
この法は２００１年７月１日から施行する。

(C) Copyright 2002
はちのホームページ代表管理人「はち」
All Rights Reserved

なお。この訳文についての問い合わせは、当翻訳文著作権者である
はちのホームページ　代表管理人　「はち」宛てまでお願いします。

「はちのホームページ」：現行ＨＰのＵＲＬ
（　http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/ )
代表管理人「はち」：連絡用メールアドレス
（　hachibei@vanilla.freemail.ne.jp ）

出典元：
韓国法制処（法制局）　http://www.moleg.go.kr/　内
現行法令情報データベース（現在リンク切れ）
及び
韓国国会 http://www.assembly.go.kr/　内
現行法令・法律審査情報システム
にて法令を参考。
ＣＡＣＰＫのＨＰ内「消費者図書館」コンテンツで法令原文がすぐ参照
出来ますので原文を読まれたい方はここを閲覧されるのが一番手っ取り
早いでしょう。
http://www.cacpk.org/cacpk/content/lib/lib.htm


